
コーポレートガバナンス

　生命保険は、大勢の人が保険料を負担しあい、それを
財源として死亡したときや病気になったときに保険金や
給付金を受け取るという「助け合い」「相互扶助」の仕組
みによって成り立っている公共性の高い事業です。
　保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」
があり、当社は「相互会社」です（相互会社は保険業法に
よって保険会社に認められた組織形態です）。

　相互会社では、株式会社と異なり株主が存在せず、保
険契約者一人ひとりが会社の構成員すなわち「社員」と
なります（ただし、剰余金の分配のない保険のみにご加
入のご契約者については、当社定款の規定により社員と
はなりません）。
　住友生命は、透明性が高い相互会社組織の実現を通
じて、お客さまの声を大切にしていく会社を目指します。

　定款の規定により、社員総会に代わるべき機関として
総代会を設置し、総代会において、剰余金の処分、定款
の変更、取締役の選任等を決議しています。
　総代会には社員の中から選出された総代にご出席い
ただきます。

　ご契約者の皆さまに当社の経営状況をご説明し、ご
理解いただくとともに、ご意見等を幅広く吸収し、経営
に反映していくために、毎年、全国の支社等でご契約者
懇談会を開催しています。なお、ご契約者懇談会は、総
代会に先立って1月～3月に開催し、総代会との連携を
図っています。
　また、総代の選考方法の多様化を図る観点から、ご契
約者懇談会の出席者の中から一定数の総代を選出する
こととしています。
　参加申込方法等について
は、ご契約者懇談会開催前
の一定期間、全国の支社・支
部等の店頭に掲示してお知
らせします。

　社員の皆さまに会社経営に対する理解を深めていた
だくために「総代会傍聴制度」を設けており、社員の皆さ
まは事前に申し込むことにより総代会を傍聴することが
できます。
　申込方法等については、総代会開催前の5月頃にホー
ムページにてお知らせします。
※総代の数および選出方法については 資料編P.112に掲載しています。

■ 総代会の傍聴制度について

　2023年は全国で89回開催し、1,697名のご契約者の
方々にご出席いただきました。
　ご契約者懇談会席上でのご意見・ご要望等につきまし
ては、実行に移せるものは直ちに経営に取り入れるとと
もに、その傾向を分析して、ご契約者の皆さまの意向を反
映した経営を進めていく一助とさせていただいています。
　ご契約者懇談会での主なご意見は 資料編P.117に
掲載しています。

■ 2023年ご契約者懇談会の開催状況
　2023年7月4日（火）、大阪市において、定時総代会が
開催されました。報告事項、決議事項については以下の
とおりです。
　なお、今年は新型コロナウイルス感染症が５類感染症
に移行されたこともあり、多くの総代に議場にてご参加
いただきました。加えて、引き続きオンラインでの傍聴も
可能とし、ご来場できない総代にも総代会の模様をご覧
いただきました。

　総代会の主な質疑応答については 資料編P.115～
116に、総代会の議事録および質疑応答の要旨はホー
ムページに掲載しています。

総代会制度等、相互会社のしくみに関するご意見等については、以下のあて先にご送付ください。
〒104-8430東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー22階住友生命保険相互会社経営総務室

■ 2023年定時総代会開催結果

2023年定時総代会
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【開催回数と出席者数】

信
任
投
票

（
総
代
選
出
）

傍
聴
制
度

総代候補者の推薦

ご
出
席

審議結果
報告

選任選任

書
面
に
よ
る
ご
意
見

事
業
報
告

事
業
報
告

諮
問

意
見

重
要
事
項
の

決
定

開催結果
報告

開催結果報告

ご
意
見
・
ご
要
望

ご
意
見
・

ご
要
望

総代候補者
選考委員会

総代会 審議員会

社員（ご契約者）

ご契約者懇談会

会社（経営）

監
査

報
告

選
任

選
任

指
示

報
告

報
告

報
告

指
示

指
示指

示

報
告

指
示

総代会

監査委員会
事務局

社外取締役
経営協議会

報酬委員会

会
計
監
査
人

各業務執行部署

連携

連携

意見

選任

補助

助言

指示

保険
計理人

（担当）執行役

内部監査部

（担当）執行役

経営政策会議　【社長の諮問機関】

代表執行役社長

指名委員会 監査委員会

報
告

監
督

委員 選定

内部
監査

海外事業
アドバイザー

相互会社のしくみ

経営管理体制

取締役会

【総代会の報告事項、決議事項】 

1．2022年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、基金等
変動計算書、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2．審議員会審議事項報告の件

報
告
事
項

決
議
事
項

第１号議案　2022年度剰余金処分案承認の件
第２号議案　社員配当金割当ての件
第３号議案　定款一部変更の件
第４号議案　審議員11名選任の件
第５号議案　取締役11名選任の件

相互会社運営

総代会について ご契約者懇談会について 

　会社からの諮問事項や経営の重要事項について審議
する機関として、社員または学識経験者の中から総代会
の決議により選任された方で構成される審議員会を設
けています。審議員会では、社員から書面により提出さ
れた経営に関するご意見も必要に応じ審議します。
　審議員の員数は定款の規定により25名以内となって
います。
　なお、2022年度の開催状況は表のとおりです。

【2022年度審議員会開催状況】

第1回 2022年5月開催
・2021年度事業概況および決算案について 
・2022年度の取組みについて

議　題

第2回 2022年11月開催
・2022年度上半期事業概況等について
・次期中期経営計画および「住友生命グループ
  Vision2030」について

審議員会について 
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1.住友生命の価値創造3.価値創造を支える基盤 2.住友生命の経営戦略 3.価値創造を支える基盤



　監督と執行を制度的に分離して、取締役会による監督
機能を強化するとともに、業務執行の決定を大幅に執行
役に委任することを通じた意思決定の迅速化を図る観点
から、指名委員会等設置会社の形態を採用しています。
　また、取締役会決議により「社外取締役の独立性に関
する基準」を制定しており、社外取締役候補者の選定にあ
たっては、独立性に関する基準を満たすことを確認してい
ます。
　取締役会決議事項のうち、一部の事項については、指
名委員会、監査委員会または報酬委員会への諮問を行う
こととしています。
　さらに、全社外取締役を構成員とする「社外取締役経
営協議会」を設置し、中長期的な経営戦略や事業展開等、
経営上の重要事項について社外取締役同士、あるいは、
社外取締役と経営トップにより意見交換等を行うことと
しています。
　このような取組みを通じて、社外の知見を積極的に経
営に反映していく態勢としています。
　実効的なコーポレートガバナンスの実践が会社の持続
的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するもので
あるとの認識のもと、今後もコーポレートガバナンスの実
効性確保に向けた取組みを行っていきます。

　報酬委員会は、執行役および取締役の個人別の報酬
等の内容の決定に関する方針を策定し、執行役および
取締役の個人別の報酬等の内容を決定するほか、職員
の報酬等の基本方針に関する事項等について取締役会
からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申するこ
ととしています。
　構成員は、社外取締役3名、社内取締役2名の合計5名
となっており、委員長は社外取締役としています。

　中長期の経営戦略や事業展開、その他経営上の重要
事項等に関し、社外取締役同士、あるいは、社外取締役
と代表執行役による自由闊達な意見交換を促進し、社
外取締役の知見を経営に反映していく観点から、全社外
取締役を構成員とする社外取締役経営協議会を設置し
ています。

　会社業務を統理執行する社長の諮問機関として、経
営政策会議を設置しています。
　経営政策会議は、原則として、社長および担当を定め
られた執行役により構成され、週１回開催することとし
ています。
　取締役会で決定した経営の基本方針に従い、業務執
行に関する重要事項について審議を行います。

　住友生命は相互会社のため、東京証券取引所が定める
「コーポレートガバナンス・コード」については、直接適
用されるものではありませんが、コーポレートガバナン
スは会社形態にかかわらず共通のものであるとの認識
のもと、任意で対応することとしています。
　「コーポレートガバナンス・コード」への対応状況の開
示・説明として、任意で「コーポレート・ガバナンスに関
する報告書」を作成し、「コーポレートガバナンス・コー
ドの各原則に基づく開示」も行うこととしています。
　「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」等は当社
ホームページに掲載しています。

　取締役会は、法令において取締役会の専決事項とさ
れている経営の基本方針や内部統制システムの整備に
関する事項等を決定するほか、執行役および取締役の
職務の執行を監督することを主な役割としています。
　社外の知見の積極的な経営への反映および取締役の
多様性の観点も踏まえ、11名の取締役のうち6名を社外
取締役としており、社外取締役が過半数を占める構成と
しています。

　指名委員会は、「取締役候補者の選定の方針」を策定
し、取締役の選解任に関する総代会の議案の内容を決
定するほか、執行役の選解任に関する事項等について
取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に
答申することとしています。
　構成員は、社外取締役3名、社内取締役2名の合計5名
となっており、委員長は社外取締役としています。

　監査委員会は、執行役および取締役の職務の執行の
監査および監査報告の作成を行うとともに、総代会に提
出する会計監査人の選解任または不再任に関する議案
の内容を決定します。また、内部統制システムの整備に

主な機関の役割

■ 取締役会

■ 指名委員会

■ 報酬委員会

■ 社外取締役経営協議会

■ 経営政策会議

■ 監査委員会

関する事項について取締役会からの諮問を受けて審議
を行い、取締役会に答申することとしています。
　構成員は、社外取締役3名、社内取締役1名の合計4名
となっており、委員長は社外取締役としています。なお、
社内取締役である監査委員を「常勤の監査委員」として
います。

経営管理体制

コーポレートガバナンス・コードへの対応について

　取締役会および法定の3委員会（指名委員会、監査委
員会および報酬委員会）（以下、「取締役会等」）の機能
向上を図るため、年1回、取締役会等の実効性に関する
評価を実施しています。
　実効性に関する評価にあたっては、全取締役に対する

アンケートを実施し、アンケート結果に基づく評価につ
いて全社外取締役を構成員とする社外取締役経営協議
会での議論を経たうえで、取締役会において決議してい
ます。
　評価結果の概要は以下のとおりです。

1. 評価結果
　当社の取締役会等は、意思決定機能と監督機能の両面にお
いて、有効に機能しているものと評価しております。一方で、
さらなる改善の余地も認められることから、課題解決に向け
た対応を講じ、一層の実効性向上に取り組んでまいります。
　アンケートでは、すべての質問項目において「評価する」ま
たは「概ね評価する」との回答が多数を占めました。
　また、社外取締役経営協議会においては、今後のさらなる
実効性向上に向けた提案および意見がありました。
　各評価項目の評価の概要は以下のとおりです。

取締役会の構成
・取締役の員数（11名）は実質的議論を行うにあたって適正規
模と判断されるほか、社外取締役が過半数（社内取締役5名・
社外取締役6名）を占めることで、監督機能の確保に資する
構成となっている。
・また、社外取締役には、企業経営、財務・会計、法務、金融・経
済、消費者志向、ダイバーシティ、デジタル・ＩＴ、国際性等、多
様な知識や経歴を持った専門家がバランス良く就任してお
り、充実した審議を行うにあたって適切な構成となっている
が、今後も引き続き、当社の置かれた経営環境に応じて、取
締役に求められるスキルの見直しを含めて多様性を確保し
ていくことが重要と認識している。

取締役会の運営／支援
・取締役会の開催頻度や時間は適当な水準と判断される。また、付議
事項についても継続的に見直しを行い適切に絞り込まれている。
・取締役会の資料および取締役会当日の説明については、過
年度の評価結果を踏まえ着実に改善が図られており、今後
も取締役会における審議の充実に向け継続的に取り組む。
・取締役会の事前説明については、社外取締役に対して同時に
行うこととしており、事前に取締役会付議事項の理解を深める
という本来の目的を超えて、他の社外取締役の視点を得られ
る場等としても有効に機能している。引き続き、付議事項への
理解の深化とのバランスにも留意しつつ効率的に運営を行う。

取締役会における審議の充実
・適切な議事運営のもと、全体として自由闊達な議論が行われて
いるものと判断される。また、「住友生命グループVision2030」
等の策定に向けた議論を通じて、当社の中長期のビジョンや戦
略に関する認識の共有や理解の深化が図られている。

取締役／取締役会としての機能発揮に向けた対応
・社外取締役へのサポートは、取締役会の事前説明に加えて
研修会を実施しており、当社業務の理解に資する適切な対
応が講じられている。今後も当社の事業展開や当社を取り巻
く経営環境の変化等に即して必要十分な情報提供を行う。

環境変化に適合した経営の確保に向けた対応
・重要な経営課題については、これまでも議論を重ねてきた
が、サステナビリティを巡る課題への対応等、社会環境の変
化等を捉えて適時に対応すべき経営課題について、より議
論の充実を図る必要がある。
・また、当社グループの今後の展開やグループ経営管理体制
の運用状況を踏まえて、必要に応じて一層の高度化に向け
た議論を行う必要がある。

２０２２年度「取締役会等の実効性評価」結果の概要
社外取締役経営協議会その他社外取締役との連携等
・社外取締役経営協議会は、社外取締役の知見を踏まえた自
由闊達な議論が行われており、経営への反映という機能を
有効に発揮している。
・取締役相互、および社外取締役と経営陣との間では、概ね十
分なコミュニケーションが確保されているが、取締役会の機
能をより発揮するためには、社外取締役と執行役との間の接
点をより充実させることが望ましい。

各委員会
・指名委員会、監査委員会および報酬委員会は、それぞれの役
割・責務を踏まえ、各種議案について十分な議論を行ってい
るほか、議論の状況について取締役会へ共有を行っている。

自己評価
・各取締役から、自身の活動について、十分であるとの評価と、より一
層の事業の理解等が必要であるとの評価がそれぞれ寄せられた。

2. 前回実効性評価結果を踏まえた取組み

3. 今後の取組み
　以上の評価結果を踏まえ、以下の事項を主要な課題として
認識しました。
❶社会・経営環境の変化も踏まえた適時適切な取締役会への
　情報提供および議論の充実
❷取締役会の審議に資する資料の作成および説明に向けた継続的な取組み
❸社外取締役と経営陣とのコミュニケーションの充実

　これらの課題の解決に向けた対応を講じることで、取締役
会等のさらなる実効性の向上に努めていきます。

重要な経営課題に関する
議論の充実

・社外取締役経営協議会および取締役会に
おいて「住友生命グループVision2030」
および次期中期経営計画の策定に向け
た議論を行い、取締役会にて決議した。
・取締役会において今後の海外事業展
開の方向性について議論を行った。

取締役会の審議の充実に
資する資料および説明の
さらなる質的向上

・取締役会当日は本質的な議論に集中
できるよう、執行部門に対して次の事
項を中心に、継続的に徹底を図った。
　・取締役会資料：
　 決議対象を明確化するとともに、サマリー
ペーパーの作成および本体資料と別紙
（Appendix）の効果的な使い分けにより、
取締役会が案件の審議や執行の監督を行
ううえで必要十分な情報を提供すること。

　・取締役会における説明：
　 「サマリーペーパーに記載された案件
のポイント」、「事前説明での質問に対
する執行役としての見解」および「経
営政策会議での議論のうち取締役
会での審議に影響するもの」を中心
に要点を絞った説明を行うこと。

社外取締役と経営陣の
意見交換の充実

・社外取締役向け研修会や各委員会に
おけるヒアリング、取締役会事前説明
や懇親会等を通じて、執行役との意見
交換を実施した。

２０２2年度における対応状況２０２1年度の主要な課題

「取締役会等の実効性評価」結果の概要について
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(注)１．日下和彦については、2023年3月31日の終了をもって代表執行役専務を、2023年7月4日に取締役をそれぞれ退任しております。
２．長瀧研一、山下徹および釡和明については、2023年7月4日に取締役を退任しております。
３．片山登志子については、当事業年度に開催された指名委員会および報酬委員会のうち、指名委員および報酬委員であった期間に開催された指名委員会および報酬委
 員会への出席状況を記載しております。また、2022年7月5日の監査委員就任以降、当事業年度に開催された監査委員会への出席状況を記載しております。
４．白河桃子については、2022年7月5日の取締役、指名委員および報酬委員就任以降、当事業年度に開催された取締役会、指名委員会および報酬委員会への出席状況を
 記載しております。

　当社では、取締役会を原則月1回開催するほか、必要
に応じて随時開催しています。当事業年度においては13
回開催しました。
　当事業年度における取締役会の平均所要時間は約1
時間47分、付議議案数は126件でした。

■ 開催頻度等
　当社では、指名委員会を必要に応じて随時開催してい
ます。当事業年度においては10回開催しました。
　当事業年度における指名委員会の平均所要時間は約
1時間22分、付議議案数は16件でした。

■ 開催頻度等
　当社では、報酬委員会は必要に応じて随時開催してい
ます。当事業年度においては5回開催しました。
　当事業年度における報酬委員会の平均所要時間は約
24分、付議議案数は10件でした。

■ 開催頻度等

　取締役会では、経営の基本方針および当該方針に基
づく各業務執行計画、内部統制システムの整備等、経営
に関する重要事項を決定するとともに、重要な業務の執
行状況について報告を受け、執行役および取締役の職
務の執行の監督を行っています。
　当事業年度における取締役会での主な検討事項・内
容は次のとおりです。

■ 主な検討事項・内容 　指名委員会では、「取締役候補者の選定の方針」を策
定し、取締役の選解任に関する総代会の議案の内容を
決定するほか、執行役の選解任に関する事項等につい
て取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会
に答申することとしています。
　当事業年度における指名委員会の主な検討事項・内
容は次のとおりです。

■ 主な検討事項・内容
　報酬委員会では、「執行役および取締役の報酬等の内
容の決定に関する方針」を策定し、執行役および取締役
の個人別の報酬を決定するほか、執行役員の報酬等の
方針に関する事項等について取締役会からの諮問を受
けて審議を行い、取締役会に答申することとしています。
　当事業年度における報酬委員会の主な検討事項・内
容は次のとおりです。

■ 主な検討事項・内容

　「取締役候補者の選定の方針」を踏まえて審議の上、新任社外取
締役候補者１名（白河桃子氏）を含む取締役候補者１１名を決定
しました。取締役候補者のうち、過半数の６名を社外取締役としま
した。また、男女別の構成は、女性を１名増員して２名とし、男性を
９名としました。

❶ 総代会に付議する取締役選任議案の内容の決定

　取締役会からの諮問を受けて各候補者について審議を行い、取
締役会への答申内容を決定しました。

　取締役の員数、取締役の員数における社内・社外の比率、社外取締
役の任期（上限）、社外取締役のダイバーシティ（多様性）、取締役の
スキル・マトリックスなどについて審議しました。また、社外取締役候
補者リストに基づき、将来の社外取締役候補者について意見交換を
行いました。

❷ 執行役の選任、代表執行役の選定、役付執行役の選定、
　 保険計理人の選任

❸ 取締役の選任に関する事項の検討、社外取締役候補者
　 に関する意見交換

　社長の任期、社長後継人材に必要とされる要素、指名委員会と
しての後継候補との接点の作り方、コンティンジェンシープランな
どについて審議しました。また、人材育成の一助とし、指名委員と
後継候補との接点を増やす観点から、経営課題をテーマとして、指
名委員と執行役員との意見交換会を開催しました。

❹ 社長のサクセッションプラン

　取締役会からの諮問を受けて「エグゼクティブ・フェローの選任
の方針」について審議を行い、取締役会への答申内容を決定しま
した。

❺ 「エグゼクティブ・フェローの選任の方針」の制定 

　「執行役および取締役の報酬等の内容の決定に関する方針」を
踏まえて審議の上、退任執行役の報酬、２０２２年度執行役および
取締役の報酬を決議しました。

❶ 執行役および取締役の個人別の報酬の決議

　ウイリス・タワーズワトソン社による「経営者報酬に関する調査
結果」の報告に基づき、執行役報酬が妥当な水準にあることを確認
しました。

　金融業界各社の業績連動指標への非財務指標導入状況の報告に基
づき、各社の状況を確認するとともに、当社における業績連動指標への
非財務指標導入に関する今後の検討スケジュールを確認しました。

❷経営者報酬調査の報告

❸ 金融業界各社の業績連動指標への非財務指標導入状況の報告

　取締役会からの諮問を受けて「エグゼクティブ・フェローの報酬等の
方針」について審議を行い、取締役会への答申内容を決定しました。

❹ 「エグゼクティブ・フェローの報酬等の方針」の制定

　「執行役および取締役の報酬等の内容の決定に関する方針」を
踏まえて審議の上、昇任・新任執行役および取締役の個人別の報
酬を決議しました。

❺ 昇任・新任執行役および取締役の個人別の報酬の決議

　当社として、持続可能な社会の実現に貢献し、お客さまをはじめ
とした各ステークホルダーに信頼・支持され、持続的・安定的に成
長する会社を目指す考え方を明示するため、2022年5月に「ＣＳＲ
経営方針」の内容を見直し、「サステナビリティ経営方針」に改正す
ることを決議しました。
　また、当社の経営理念の体系について議論を行い、同方針を当
社のパーパスである「社会公共の福祉への貢献」を実現するため
に果たすべき使命（ミッション）として位置付けました。

❶ サステナビリティ経営方針の策定

　2023年4月からスタートした新３か年計画の策定にあたって、
2030年に向けた住友生命グループの目指す姿に関する検討を行
うとともに、当該目指す姿から次の3年間に取り組むべき課題と対
策をバックキャスティングする形で中期経営計画に関する検討を
行いました。
　社外取締役の知見を活用し、経営計画に様々な意見を反映する
観点から、2度にわたって社外取締役経営協議会において議論を
行ったうえで、取締役会においてその方向性を審議し、2023年3月
に「住友生命グループVision2030」および「スミセイ中期経営計
画2025および2023年度経営計画」を決議しました。

　法令等遵守状況、リスク状況、海外および国内の子会社・関連法人
等の経営状況等について、担当部門から報告を受け、計画の振返りを
行いました。
　また、振返り結果等を踏まえて方針の見直しおよび2023年度計画
の策定について決議を行っているほか、海外出資先とのシナジー発揮
に向けた取組み等、業務執行の状況について適宜報告を受け、経営状
況のモニタリングを実施しました。

❷「住友生命グループVision2030」、「スミセイ中期
　 経営計画2025および2023年度経営計画」の策定

❸ コンプライアンス、リスク管理、子会社等の経営
　 状況等に関するモニタリング

取締役会の活動状況 指名委員会の活動状況 報酬委員会の活動状況

※監査委員会の活動状況は 本編P.84をご参照ください。

（2022事業年度の実績）【取締役会・委員会の開催回数および各取締役・委員の出席状況】

氏　　名 当社における地位および担当
※2023年3月31日時点 取締役会 指名委員会 報酬委員会 監査委員会

橋本　雅博 取締役会長代表執行役 指名委員、報酬委員 13回/13回 10回/10回 5回/5回 ―

高田　幸徳 取締役代表執行役社長 指名委員、報酬委員 13回/13回 10回/10回 5回/5回 ―

長瀧　研一 取締役 常勤監査委員 13回/13回 ― ― 15回/15回

角　　英幸 取締役代表執行役専務 調査広報部、企画部、主計部、経理部 13回/13回 ― ― ―

日下　和彦 取締役代表執行役専務
事務サービス企画部、契約サービス部、
お客さまサービス部、保険金サービス部、
契約審査部、法人総合サービス部

13回/13回 ― ― ―

山 下 　 徹 社外取締役 指名委員長、報酬委員長 13回/13回 10回/10回 5回/5回 ―

釡 　 和 明 社外取締役 監査委員長 13回/13回 ― ― 15回/15回

森 　 公 高 社外取締役 監査委員 13回/13回 ― ― 15回/15回

片山登志子 社外取締役 監査委員 13回/13回 2回/2回 1回/1回 11回/11回

山本　謙三 社外取締役 指名委員、報酬委員 12回/13回 10回/10回 5回/5回 ―

白河　桃子 社外取締役 指名委員、報酬委員 10回/10回 8回/8回 4回/4回 ―
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監査委員会監査について

当事業年度の監査委員会の主な活動状況
　監査委員は取締役会等の重要な会議に出席し、取締
役および執行役等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、子会
社から必要に応じて事業の報告を受けました。さらに、
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を
実施しているかを監視および検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　常勤の監査委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監
査環境の整備や社内の情報の収集に積極的に努め、経
営政策会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類
等の閲覧、当社の各部署や子会社等からの報告聴取な
どを行い、その結果を監査委員会に報告しました。
　当事業年度は、監査委員会において代表執行役社長
と監査上の重要課題等について2回にわたり意見交換
を行いました。また、担当部門を有する執行役11名を監
査委員会に招聘し、その職務の執行に関する事項の報
告を受け意見交換を行った他、グループベースの法令
等遵守およびリスク管理を統括する執行役・部長、超高
齢社会への対応を担当する執行役員との意見交換等を
行いました。さらに、国内外子会社等3社の代表者等と
各社の経営計画の遂行状況、内部統制システムの整備
状況等についての意見交換を行いました。内部監査部

からは、内部監査実施状況・結果、各月の個別内部監査
結果、内部監査品質の自己評価結果等の報告を受け、
意見交換を行いました。内部監査部担当執行役（員）は
監査委員会の全ての案件に出席を行い、必要に応じて
意見を述べました。会計監査人からは、その職務の執行
状況等について監査委員会において４回にわたり報告
を受け、意見交換を行いました。その中で、連結財務諸
表監査において任意適用する「監査上の主要な検討事項
（KAM：KeyAuditMatters）」について協議を行いま
した。
　監査委員会は、毎年監査委員会の活動を振り返り、今
後の監査活動に活かすためにアンケート方式で、監査委
員会の自己評価を実施しています。当事業年度において
も、自己評価を行い、監査委員会においてその結果を検
証・議論し、結果を取締役会に報告しました。
　なお、当事業年度においては、前年度に引き続き新型
コロナウイルス感染症の影響により、一部の監査活動
がリモートによる対応となりましたが、関係者間の緊密
なコミュニケーションの確保やリモート時の柔軟な対応
（幅広い参加者の確保等）により、監査意見の形成を図
りました。また、監査活動効率化の観点からのリモート
活用も行いました。

　指名委員会等設置会社である当社の監査委員会は、
４名の監査委員で構成しています。うち３名を非常勤の
社外監査委員、１名を常勤の社内監査委員としていま
す。当社では、取締役会において監査委員の選定方針を
定め、監査業務の遂行にあたって十分な知識および経
験ならびに高い見識を有すると認められることを監査
委員の要件とし、監査委員を選定しています。現在の監
査委員会の委員長および議長には、社外監査委員であ
る釡和明氏が就任しています。
　社外監査委員である森公高氏は公認会計士の資格を
有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を
有しています。
　監査委員会は、各監査委員の社内・社外、常勤・非常
勤の別等を考慮し、監査計画において監査委員の役割
分担を定めています。
　監査委員会の監査業務をサポートするために監査委
員会事務局を設置し、適正な知識、能力、経験を有する
専任のスタッフ９名を配置しています。当該スタッフの
人員数・異動等は、監査委員会の事前同意事項とし、業
務執行からの独立性を確保しています。

　監査委員会は、監査委員会が定めた監査規則に準拠
し、また、監査委員会で策定する監査の方針、監査計画、
職務の分担等に基づき、内部監査部・内部統制部門と連
携のうえ、監査を行っています。
　監査委員会は、内部監査部および会計監査人から監
査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受
け、意見交換を行っています。内部監査計画は、監査委
員会の同意を得たうえで取締役会にて決定しています。
また、監査委員会には原則として内部監査部担当執行役
（員）が同席しています。
　監査委員会は、意見交換を十分に行ったうえで、監査
活動の内容や形成した意見等について取締役会へ報告
し、また、必要に応じて執行役等に対して提言や意見表
明を行っています。

　当社では監査委員会を原則月1回開催するほか、必要
に応じて随時開催しています。当事業年度においては15
回開催しました。
　当事業年度における監査委員会の平均所要時間は約2
時間20分、付議議案数は71件でした。また、当事業年度は、
監査委員全員がすべての監査委員会に出席しています。

■ 開催頻度、個々の監査委員の出席状況

監査委員会の主な検討事項・内容
　監査委員会は監査計画を策定し、取締役および執行
役の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは
定款への違反がないか、執行役は取締役会が定めた基
本方針および計画等に従い、適法、妥当かつ効率的に業
務を執行しているか等について確認しています。また、会
社の内部統制システムが適切に整備され運用されてい
るかどうか、会計監査人が適切に監査の職務を遂行して
いるか等についても確認しています。
　当事業年度における監査委員会の主な検討事項・内
容は次のとおりです。

■ 監査委員会の主な検討事項、活動状況

　企業の統制環境として重視している「良質な企業文化」醸成への
取組みに関し、監査委員会は、執行役からの職務執行状況の聴取、
子会社等代表者や支社役職者との意見交換等を通じて、住友生命
グループの役職員が経営方針を行動レベルで実践するための指
針である「住友生命グループ行動規範」の浸透・定着に向けた取組
状況および企業文化ＰＴの機能発揮状況等を中心とする良質な企
業文化醸成に向けた取組みの状況を確認し、適切性や実効性を検
討しました。

❶ 良質な企業文化醸成への取組み（住友生命グルー
　プ行動規範の浸透・定着に向けた取組み等）

　プリンシプルベース、リスクベースのコンプライアンス運営に関
し、監査委員会は、執行役からの職務執行状況の聴取、支社役職者
との意見交換等を通じて、重大事故未然防止のための予兆把握・
営業職員等のコンプライアンス教育への取組状況等を確認し、適
切性や実効性を検討しました。

　重要な経営課題としているサステナビリティへの取組みに関し、監
査委員会は、各執行役からのサステナビリティへの取組状況の聴取、
ＳＤＧｓに係る取組みの部門横断的な協議・振返り等を行う「サステ
ナビリティ推進協議会」の審議状況の確認等を通じて、サステナビリ
ティへの取組状況や統合報告書等への開示方針等について確認し、
適切性や実効性を検討しました。

❷プリンシプルベース、リスクベースのコンプライアンス運営

❸ サステナビリティへの取組み

　当社の重点取組事業の１つである海外事業に関し、監査委員会
は、常勤監査委員による米国子会社シメトラへの現地往査、執行
役からの職務執行状況の聴取、派遣役員等との意見交換等を通じ
て、シメトラの経営状況やアジア出資先の企業価値向上に向けた
取組み等の状況を確認し、妥当性を検討しました。

❹ 海外事業への取組み

　２０２１年度に整備したグループベースの経営管理体制に関し、
監査委員会は、執行役からの職務執行状況の聴取、子会社等代表
者や関係部門の部長との意見交換等を通じて、グループ経営管理
基本方針に基づくグループ経営管理の運用状況等を確認し、適切
性や妥当性を検討しました。

❺ グループベースの経営管理 

監査委員会監査の組織、人員

監査委員会監査の手続き

監査委員会の活動状況

84 住友生命［統合報告書］ 2023年度 ディスクロージャー誌 住友生命［統合報告書］ 2023年度 ディスクロージャー誌 85

1.住友生命の価値創造3.価値創造を支える基盤 2.住友生命の経営戦略 3.価値創造を支える基盤



内部統制会計監査について

　経営の健全性・適切性を確保する観点から、「内部管
理体制の強化」に取り組んでいます。取締役会において、
保険業法第53条の30第1項第1号ロおよびホの規定に
基づき「内部統制基本方針」を定め、この方針に基づい
て、リスク管理体制、コンプライアンス体制および内部監
査機能の充実を図るとともに、監査委員会の監査が実
効的に行われるための体制を整備しています。さらにグ
ループ（当社および子会社等）の経営管理会社として「グ
ループ経営管理基本方針」を定め、グループ全体の経営
管理体制の高度化を図っています。
※内部統制システムの運用状況の概要は 資料編P.142をご参照ください。

　住友生命では、取締役会の決議を経たグループ内部
監査方針等において、実効性のあるグループベースの内
部監査体制を整備・確立することとしております。内部監
査の目的を「経営目標を実現するにあたり、業務の健全
性・適切性を確保し、効果的な目標達成に寄与すること」
と定め、内部監査を受ける各組織等から独立した内部監
査部が、内部管理態勢等の適切性・有効性を検証・評価
し、課題・問題点の改善提言・フォローアップを行ってい
ます。内部監査は、国内外のグループ各社および財団の
すべての業務を対象としています。内部監査計画は、社
内外の環境変化等を踏まえたリスク認識に応じて、社外
取締役が過半数を占める監査委員会の同意を得た上で
策定しています。内部監査結果は、取締役会・監査委員
会、代表執行役社長等に定期的に報告を行う体制として
います。そして、内部監査で明らかとなった課題や問題点
について、関係部門に対し改善勧告や提言を行っていま
す。
　また、内部監査部は、監査委員会から直接、調査指示
を受けるなど、監査委員会と緊密な連携を保持して、一
体的、効率的な運営を行っています。
　本社部門に対する内部監査では、各組織の業務の遂
行状況・リスク管理状況等についての検証に加えて、複
数組織に関係する部門横断的な課題や、政策的な課題
について、全社的に検証する内部監査を実施していま
す。また、内部統制基本方針に基づく、法令等の遵守体
制、情報の保存・管理体制などの各体制における、内部
統制システムの構築・運用状況について検証を行ってい
ます。
　保険営業・保険事務の拠点である支社および募集代
理店に対しては、保険営業面でのコンプライアンスの状
況・お客さま対応の状況・保険事務の適切性の検証を目
的とした内部監査を実施しています。
　このほか、コンプライアンス統括部等との定期的な情
報交換、各組織からの情報連携や各種会議への参加等
を通じてリスクの変化を継続的にオフサイト・モニタリン
グしています。
　会計監査人との連携においては、双方の監査結果やリ
スク認識を共有して、内部監査の実効性を確保していま
す。
　また、内部監査業務の自律的かつ継続的な品質改善
に向けたプログラムを策定・実行し、内部監査体制の充
実・強化を図っています。

（前文）　当社は、経営の根本精神を表した企業理念である「経営
の要旨」を頂点とし、「経営の要旨」に示された当社の普遍的な使
命をサステナビリティの視点から明文化した「サステナビリティ
経営方針」および中長期的に目指していくお客さまの視点から見
た当社の姿を示す「住友生命ブランドビジョン」を経営方針とし
ている。経営方針を役職員が行動レベルで実践するための指針
として「住友生命グループ行動規範」を制定しており、また、お客
さまの最善の利益を追求する観点から、「お客さま本位の業務運
営方針」を策定し、公表している。
　上記の経営方針等に則り、当社および子会社等（以下、「グ
ループ」という）における業務の健全性および適切性の確保に向
けた内部統制システムの整備に係る基本方針として、保険業法
第53条の30第1項第1号ロおよびホの規定に基づき取締役会が
本方針を定め、役職員に対して周知徹底を図るとともに法令に
基づく開示を行う。
　また、グループの経営管理会社として、「グループ経営管理基
本方針」を定め、グループ全体の経営管理体制の高度化を図る。
　当社は、本方針およびグループ経営管理基本方針に則って内
部統制システムを整備するとともに、取締役会においてその実効
性を検証し、必要な改善を図ることとするほか、内部統制システ
ムの運用状況の概要の開示を行う。
上記の前文とともに、以下の各項目について方針を定めています。

内部統制基本方針の概要

１．監査委員会の職務の執行のための体制
①監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人
　に関する事項
②監査委員会への報告に関する体制
③監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関
するものに限る。）について生ずる費用の前払または償
還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
または債務の処理に係る方針に関する事項
④その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

２．業務の適正を確保するための体制
①執行役および使用人の職務の執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制

②執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関
する体制
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
④執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保す
るための体制
⑤相互会社およびその実質子会社から成る企業集団にお
ける業務の適正を確保するための体制
⑥お客さま本位の業務運営を実現するための体制
⑦内部監査の実効性を確保するための体制

会計監査人の名称

業務を執行した
公認会計士

　当社は、有限責任 あずさ監査法人が、品質管理体制、独立性および専門性を備え、また世界的なネットワーク
を活用したグループ監査体制を有していること等を総合的に勘案し、効率的かつ効果的な監査業務を遂行可能
であると判断し、選定しています。
　当社の監査委員会では、執行部門からの推薦を受け、会計監査人の解任または不再任の決定の方針および会
計監査人を評価するための基準に基づき評価を行った結果、有限責任 あずさ監査法人について、解任・不再任
とすべき事由がないことから同法人を再任しています。

当社の会計監査業務に係る補助者は、
公認会計士14名、会計士試験合格者等
7名、その他28名であります。

監査業務に係る
補助者の構成

継続監査期間有限責任 あずさ監査法人 39年間

羽太 典明
辰巳 幸久
中山 卓弥

会計監査人の
選定方針と理由

　当社の監査委員会では、会計監査人を評価するための基準を策定し、会計監査人の再任・不再任を決定する
際に、会計監査人の職務遂行状況、品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬の水準、監査委員会等とのコミュ
ニケーション、および海外対応力等の観点から評価を行っています。2022年度につきましては、評価の結果、有
限責任 あずさ監査法人を解任・不再任とすべき事由はありませんでした。

監査委員会による
会計監査人の評価

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　決定方針の定めはありませんが、前事業年度までの
監査内容および会計監査人から提示された当事業年
度の監査体制、手続き、日程等の監査計画の内容等を
総合的に勘案し、監査委員会の同意を得て決定してい
ます。

　前連結会計年度及び当連結会計年度に該当事項はあ
りません。

d. 監査報酬の決定方針

　監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務
遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であ
るかについて確認した結果、会計監査人の報酬等につ
いて、同意を行っています。

e. 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

区分

当社

連結子会社

計

前連結会計年度 当連結会計年度

ー

300

300

2

ー

2

ー

360

360

5

30

35

監査証明業務
に基づく報酬

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

〇前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、「米ドル建劣後特約付社債の発行に係る
コンフォートレター作成業務」等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、経理業務デジタル化に向けた基
本構想策定に係るアドバイザリー業務であります。

〇当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、「団体年金保険管理・特別勘定運用業
務、退職給付債務（PBO）計算業務および年金制度管理業務に係る内部統
制の保証業務」等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、経理業務デジタル化に向けた基
本構想策定に係るアドバイザリー業務であります。

〇前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。

〇当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、投資案件に係るデューデリジェ
ンス業務であります。

a. 監査公認会計士等に対する報酬

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク（ＫＰＭＧメンバーファーム）
　 に対する報酬（a.を除く）

区分

当社

連結子会社

計

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務
に基づく報酬

212

51

263

46

8

55

217

51

269

24

11

35

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

（単位：百万円）

（単位：百万円）

内部統制システムの整備 内部監査体制会計監査の状況

監査報酬の内容等
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橋本雅博（取締役会長）

山本謙三（委員長）、白河桃子、小林充佳、橋本雅博、高田幸徳

森公高（委員長）、片山登志子、石井茂、百合達哉

山本謙三（委員長）、白河桃子、小林充佳、橋本雅博、高田幸徳

取締役会議長

指 名 委 員 会

監 査 委 員 会

報 酬 委 員 会

：

：

：

：

取締役会長代表執行役

橋
は し

本
も と

雅
ま さ

博
ひ ろ

（1956 年 2 月 21 日生）
1979 年4 月　住友生命入社
2006 年4 月　執行役員
2007 年7 月　常務取締役嘱常務執行役員
2011 年7 月　取締役常務執行役員
2012 年4 月　代表取締役専務執行役員
2014 年4 月　代表取締役社長社長執行役員
2015 年7 月　取締役代表執行役社長
2021 年4 月　取締役会長代表執行役

取締役代表執行役社長

高
た か

田
だ

幸
ゆ き

徳
の り

（1964 年 9 月 3 日生）
1988 年4 月　住友生命入社
2017 年4 月　執行役員
2018 年4 月　上席執行役員
2018 年10 月　執行役常務
2021 年4 月　代表執行役社長
2021 年7 月　取締役代表執行役社長

取締役代表執行役専務グループ・サステナビリティオフィサー

角
す み

　 英
ひ で

幸
ゆ き

（1963 年 1 月 15日生）
1987 年4 月　住友生命入社
2012 年4 月　執行役員
2014 年4 月　上席執行役員
2016 年4 月　執行役常務
2021 年4 月　代表執行役専務
2021 年7 月　取締役代表執行役専務
2023 年4 月　取締役代表執行役専務グループ・サステナビリティオフィサー

取締役代表執行役専務

栄
え い

森
も り

剛
た け

志
し

（1964年5月26日生）
1987年4月住友生命入社
2016年4月執行役員
2017年4月上席執行役員
2017年7月執行役常務
2022年4月執行役専務
2023年4 月代表執行役専務
2023年7 月取締役代表執行役専務

取締役

百
ゆ

合
り

達
た つ

哉
や

（1964年6月18日生）
1988年4月住友生命入社
2017年4月執行役員
2019年4月上席執行役員
2019年7月常務執行役員
2020年4月執行役常務
2023年4月執行役専務
2023年7月取締役

取締役（社外取締役）

森
も り

　 公
き み

高
た か

（1957 年 6 月 30 日生）
1980 年4 月　新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
1983 年8 月　公認会計士登録
2000 年6 月　朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
2004 年6 月　あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）金融本部長
2006 年6 月　同監査法人本部理事
2011 年7 月　有限責任あずさ監査法人 KPMGファイナンシャルサービス・ジャパンチェアマン
2013 年6 月　有限責任あずさ監査法人退社
2013 年7 月　森公認会計士事務所開設
2013 年7 月　日本公認会計士協会会長
2016 年7 月　日本公認会計士協会相談役
2017 年7 月　住友生命社外取締役

取締役（社外取締役）

片
か た

山
や ま

登
と

志
し

子
こ

（1953 年 6 月 3 日生）
1977 年8 月　大阪家庭裁判所裁判所事務官
1980 年4 月　大阪家庭裁判所家事部裁判所書記官
1988 年4 月　弁護士登録
1993 年4 月　片山登志子法律事務所開設
2005 年7 月　片山・黒木・平泉法律事務所（現片山・平泉法律事務所）開設
2005 年12 月　特定非営利活動法人消費者支援機構関西副理事長
2018 年7 月　住友生命社外取締役

取締役（社外取締役）

山
や ま

本
も と

謙
け ん

三
ぞ う

（1954 年 1 月 21 日生）
1976 年4 月　日本銀行入行
2002 年2 月　同行金融市場局長
2003 年5 月　同行ニューヨーク駐在参事
2003 年 12月　同行米州統括役兼ニューヨーク事務所長
2005 年7 月　同行決済機構局長
2006 年7 月　同行金融機構局長
2008 年5 月　同行理事
2012 年6 月　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所取締役会長
2018 年6 月　オフィス金融経済イニシアティブ代表
2019 年7 月　住友生命社外取締役

取締役（社外取締役）

白
し ら

河
か わ

桃
と う

子
こ

（1961 年 4 月 25 日生）
1984 年4 月　住友商事株式会社入社
1988 年10月　FirstBoston(Japan)Ltd.Tokyo 入社
1989 年7 月　LehmanBrothersCo.Ltd.Tokyo 入社
1993 年10月　DecisionJapanCo.Ltd.Tokyo 入社
1998 年2 月　インドネシアに転住。同国在留中、執筆活動を継続
2002 年4 月　帰国後、本格的にフリーの著述活動、講演活動等開始
2013 年4 月　相模女子大学客員教授
2017 年 12月　東京大学大学院情報学環客員研究員
2018 年4 月　昭和女子大学総合教育センター客員教授

取締役（社外取締役）

石
い し

井
い

　 茂
しげる

（1954年7月31日生）
1978年4月山一證券株式会社入社
1998年6月ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
2001年4月ソニー銀行株式会社代表取締役社長
2004年4月ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社（現ソニーフィナンシャルグループ株式会社）取締役
2015年6月同社代表取締役副社長
2015年6月ソニー生命保険株式会社取締役
2015年6月ソニー損害保険株式会社取締役
2015年6月ソニー銀行株式会社取締役
2016年6月ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社（現ソニーフィナンシャルグループ株式会社）代表取締役社長
2018年6月ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）常務
2018年7月ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社代表取締役社長
2020年6月ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社友
2023年7月住友生命社外取締役

取締役（社外取締役）

小
こ

林
ばやし

充
み つ

佳
よ し

（1957年11月3日生）
1982年4月日本電信電話公社入社
2010年6月西日本電信電話株式会社取締役
2012年6月日本電信電話株式会社取締役
2014年6月同社常務取締役
2018年6月西日本電信電話株式会社代表取締役社長
2021年6月同社代表取締役社長社長執行役員
2022年6月同社相談役
2023年7月住友生命社外取締役

（2023年7月4日現在） （2023年7月4日現在）

2020 年4 月　相模女子大学大学院特任教授
2021 年4 月　iU情報経営イノベーション専門職大学超客員教授
2022 年7月　住友生命社外取締役

取締役取締役
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取締役
森  公 高  
選任理由
　企業会計分野における豊富な知識、経験および見識を当社の経営に
反映していただくため、社外取締役に選任しています。同氏には、企業会
計に関する豊富な経験と深い知識を活かし、経営の基本方針等の業務
執行の決定、執行役および取締役の職務の執行に対する監督、監査委員
会の委員長等の役割を果たしていただくことを期待しています。同氏は、
過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経
営に関与したことはありませんが、大手監査法人の代表社員として企業
会計の職務に携わるなど、その経歴を通じて専門家として十分な知識、
経験および高い見識を有すると認められるため、社外取締役としての職
務を適切に遂行していただけるものと判断しています。

取締役
片 山  登 志 子
選任理由
　消費者問題の専門家としての豊富な知識、経験および見識を当社の
経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。同氏には、
消費者問題および法律に関する豊富な経験と深い知識を活かし、経営
の基本方針等の業務執行の決定、執行役および取締役の職務の執行に
対する監督、監査委員会の委員等の役割を果たしていただくことを期待
しています。同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以
外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として長
年にわたり消費者問題や法律に関する職務に携わるなど、その経歴を通
じて専門家として十分な知識、経験および高い見識を有すると認められ
るため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判
断しています。

取締役
山 本  謙 三
選任理由
　日本銀行の理事・局長等経験者、金融・経済の専門家としての豊富な
知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締
役に選任しています。同氏には、金融・経済に関する豊富な経験と深い知
識を活かし、経営の基本方針等の業務執行の決定、執行役および取締役
の職務の執行に対する監督、指名委員会・報酬委員会の委員長等の役
割を果たしていただくことを期待しています。同氏は他の企業での社外
取締役としての経験も有しており、その経歴を通じて十分な知識、経験お
よび高い見識を有すると認められるため、社外取締役としての職務を適
切に遂行していただけるものと判断しています。

取締役
白 河  桃 子
選任理由
　ダイバーシティ、働き方改革、女性やミドル人材活躍推進等の専門家
としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただく
ため、社外取締役に選任しています。同氏には、ダイバーシティ等に関す
る豊富な経験と深い知識を活かし、経営の基本方針等の業務執行の決
定、執行役および取締役の職務の執行に対する監督、指名委員会・報酬
委員会の委員等の役割を果たしていただくことを期待しています。同氏
は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社
の経営に関与したことはありませんが、ジャーナリスト、作家、教育者、公
的な諸会議の委員として長年にわたりダイバーシティ等に関する職務に
携わるなど、その経歴を通じて専門家として十分な知識、経験および高
い見識を有すると認められるため、社外取締役としての職務を適切に遂
行していただけるものと判断しています。

取締役
石 井  茂
選任理由
　生命保険・損害保険・銀行を中心とした金融グループであるソニー
フィナンシャルホールディングス株式会社（現ソニーフィナンシャルグ
ループ株式会社）の代表取締役社長経験者としての豊富な知識、経験お
よび見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任して
います。同氏には、企業経営に関する豊富な経験と深い知識を活かし、経
営の基本方針等の業務執行の決定、執行役および取締役の職務の執行
に対する監督、監査委員会の委員等の役割を果たしていただくことを期
待しています。同氏は他の企業での社外取締役としての経験も有してお
り、その経歴を通じて十分な知識、経験および高い見識を有すると認め
られるため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるもの
と判断しています。

取締役
小 林  充 佳
選任理由
　電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の代表取締役社長
経験者としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映してい
ただくため、社外取締役に選任しています。同氏には、企業経営に関する
豊富な経験と深い知識を活かし、経営の基本方針等の業務執行の決定、
執行役および取締役の職務の執行に対する監督、指名委員会・報酬委員
会の委員等の役割を果たしていただくことを期待しています。同氏は他
の企業での社外取締役としての経験も有しており、その経歴を通じて十
分な知識、経験および高い見識を有すると認められるため、社外取締役
としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。

　当社では、代表執行役社長の選定プロセスの透明性
と適切性を確保するため、社外取締役が委員長を務め、
委員の過半数を社外取締役が占める指名委員会におい
て、代表執行役社長の後継者計画に関する審議を行い、
その審議内容の報告を受けることを通じ、取締役会が同
計画について適切に監督しています。
　代表執行役社長を社内から登用する場合、社長後継
人材は適時適切なミッションを付与すること等を通じて

育成することとし、社長としての職責を果たすに足る十
分な知識・経験・高い見識を有する候補者群の中から
選抜した複数の候補者について、指名委員会において
一定の期間、社長後継者としての適格性を観察・確認の
上、そのうち最も適任と考えられる人材を取締役会へ答
申し、取締役会において選任することを基本的な考え方
としています。

（2023年7月4日現在）

　「経営戦略に照らし、取締役会が備えるべきスキル等」と
して、当社では、「企業経営」、「財務・会計」、「法務」、「金融・
経済」、「消費者志向」、「ダイバーシティ」、「デジタル・ＩＴ」、
「国際性」、「生命保険事業」の９項目を特定しています。
　当社では指名委員会において、毎年、取締役会の構成や
取締役に求められる知識・経験・能力等（以下、「スキル」）
に関する審議を行っており、社外取締役については、「企業
経営」、「財務・会計」、「法務」、「金融・経済」、「消費者志向」、
「ダイバーシティ」、「デジタル・ＩＴ」、「国際性」に関する豊
富な経験と深い知識を有する方々を選任し、その高い見識
を当社の経営に反映していただくことを期待しています。
　また、生命保険事業を営む当社にとって、「生命保険事
業」に関するスキルは業務執行の決定や執行役等の監督
を適切に行うために重要かつ不可欠であり、当スキルにつ
きましては執行役として多様で豊富な職務の執行経験を
有する社内取締役が主として担うものとしています。なお、
この「生命保険事業」のスキルには、「商品・サービス」、「収
益管理（保険計理、経理、事業費、資本政策含む）」、「コン
サルティング（リテール営業（営業職員、マルチチャネル）、
ホール営業含む）」、「資産運用」、「海外事業」、「人事（教
育、人事政策含む）」、「コンプライアンス・リスク管理」、「グ
ループガバナンス」といったスキルを含みます。
　９項目のスキルのうち、「消費者志向」と「ダイバーシ

ティ」については、特に多義的な概念でありますが、当社は
企業理念「経営の要旨」の第一条に生命保険事業を通じ社
会公共の福祉に貢献することを掲げており、「消費者志向」
は、お客さま、社会から信頼される公正で良質な事業活動
を通じ、豊かで明るい健康長寿社会の実現を目指す当社
のパーパス（存在意義）に深く関わる大切なスキルです。
　また、当社は、「人の価値」を高めることによる生産性の
向上、保険事務手続きのデジタル化やデータ価値を最大
活用したコンテンツの作成・提供などにより、「人とデジタ
ルが融合」したサービス提供を充実させていくことを経営
計画の基本方針に掲げ、当社グループの2030年時点のあ
りたい姿を、「ウェルビーイングに貢献する『なくてはなら
ない保険会社グループ』」としています。目に見えない保険
の価値をお客さまにしっかりとお伝えしていくには「人」が
介在することが重要で、デジタルの力も活用し、その「人に
根差した価値」を磨き続けていく必要があります。このため
多様な人財が活躍できる環境を整えそれを絶えず前進さ
せていくスキルとしての「ダイバーシティ」は、当社にとって
大変重要な意義を持つものです。そして、多様なバックグラ
ウンドを持つ取締役の存在は、多様な視点を生み、取締役
会全体の判断能力の向上につながるものであることから、
取締役会の構成についてもその多様性を念頭に置いて検
討を続けていきます。

氏　名
 ( )内は年齢

当社における地位及び担当 

片山 登志子(70) 社外取締役 監査委員 ● ● ●

山本 謙三(69) 社外取締役 指名委員長、報酬委員長 ● ●●

森 　公高(66) 社外取締役 監査委員長 ● ●

栄森 剛志(59) 取締役代表執行役専務
事務サービス企画部、契約サービス部、
お客さまサービス部、保険金サービス部、
契約審査部、法人総合サービス部

● ● ● ● ●

百合 達哉(59) 取締役 常勤監査委員 ● ●● ● ●

小林 充佳(65) 社外取締役 指名委員、報酬委員 ●● ●

白河 桃子(62) 社外取締役 指名委員、報酬委員 ●● ●

石井 　茂(68) 社外取締役 監査委員 ● ● ●● ●

指名委員、報酬委員橋本 雅博(67) ● ● ● ●取締役会長代表執行役

指名委員、報酬委員 ● ● ●● ●高田 幸徳(58) 取締役代表執行役社長

ブランドコミュニケーション部、企画部、主計部、経理部 ● ● ●角 　英幸(60)
取締役代表執行役専務
グループ・サステナ
ビリティオフィサー

企
業
経
営

財
務
・
会
計

法
務

金
融
・
経
済

消
費
者
志
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ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

デ
ジ
タ
ル
・
I
T

国
際
性

生
命
保
険
事
業

■ 「当社の取締役会が備えるべきスキル等」に関する考え方

■ 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス

社外取締役の選任理由について

サクセッションプラン

スキル・マトリックス
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常務執行役員

平
ひ ら

井
い

克
か つ

典
の り

（1962 年 12 月 20 日生）
1985 年4 月 住友生命入社
2015 年4 月 執行役員 兼 営業人事部長
2016 年3 月 執行役員 兼 都心営業総局長
2017 年3 月 執行役員 兼 首都圏本部長
2017 年4 月 上席執行役員 兼 首都圏本部長
2018 年3 月 上席執行役員
2018 年4 月 常務執行役員
2021 年6 月 常務執行役員 兼 第２総合法人部長
2021 年10月 常務執行役員

常務執行役員兼九州本部長

小
お

山
や ま

英
ひ で

樹
き

（1962 年 8 月 19 日生）
1986 年4 月 住友生命入社
2016 年4 月 執行役員 兼 中部総合法人部長
2017 年3 月 執行役員 兼 中部本部長
2018 年4 月 上席執行役員 兼 中部本部長
2019 年4 月 常務執行役員 兼 首都圏本部長
2020 年3 月 常務執行役員　㈱スミセイ・サポ－ト＆コンサルティング
2021 年4 月 常務執行役員 兼 九州本部長

常務執行役員兼中部本部長

川
か わ い

合 一
い ち

龍
りゅう

（1964 年 7 月 15 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2018 年4 月 執行役員 兼 東京中央支社長
2019 年4 月 執行役員 兼 中部本部長
2020 年4 月 上席執行役員 兼 中部本部長
2021 年4 月 常務執行役員 兼 中部本部長
2021 年10月 常務執行役員 兼 中部総合法人部長 兼 中部本部長
2022 年4 月 常務執行役員 兼 中部本部長

常務執行役員

中
な か

野
の

祥
よ し

宏
ひ ろ

（1964 年 12 月 10 日生）
1987 年4 月 住友生命入社
2018 年4 月 執行役員 兼 岐阜支社長
2019 年4 月 執行役員 兼 首都圏本部副本部長
2020 年3 月 執行役員 兼 首都圏本部長
2020 年4 月 上席執行役員 兼 首都圏本部長
2022 年4 月 常務執行役員

常務執行役員

貞
さ だ

永
な が

　 智
さとし

（1966 年 1 月 24 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2019 年4 月 執行役員 兼 第１総合法人部長
2021 年4 月 上席執行役員 兼 第１総合法人部長
2022 年4 月 常務執行役員

常務執行役員兼都心総括部長

毛
も う

利
り

聡
さ と

志
し

（1966 年 4 月 24 日生）
1989 年4 月 住友生命入社
2019 年4 月 執行役員
2020 年3 月 執行役員 兼 九州本部長
2021 年4 月 上席執行役員 兼 都心総括部長
2023 年4 月 常務執行役員 兼 都心総括部長

常務執行役員

橋
は し

本
も と

篤
あ つ

史
し

（1967 年 3 月 3 日生）
1989 年4 月 住友生命入社
2019 年4 月 執行役員 兼 仙台支社長 兼 営業総括部担当部長
2020 年3 月 執行役員 兼 営業総括部長
2021 年4 月 上席執行役員 兼 営業総括部長
2023 年4 月 常務執行役員

常務執行役員兼内部監査部長

寺
て ら

㟢
さ き

啓
け い

介
す け

（1966 年 4 月 21 日生）
1989 年4 月 住友生命入社
2020 年4 月 執行役員
2022 年4 月 上席執行役員 兼 内部監査部長
2023年4 月 常務執行役員 兼 内部監査部長

常務執行役員兼国際業務部長

川
か わ

口
ぐ ち

謙
け ん

誠
せ い

（1965 年 10 月 23 日生）
1989 年 4 月 住友生命入社
2021 年 4 月 執行役員 兼 人事部長
2022 年 4 月 上席執行役員 兼 国際業務部長
2023 年 4 月 常務執行役員 兼 国際業務部長

常務執行役員

風
か ざ

間
ま

義
よ し

朗
ろ う

（1966 年 12 月 29 日生）
1989年4月 住友生命入社
2023年4月 執行役員 兼 金融総合法人部長
2023年7月 常務執行役員

上席執行役員

荒
あ ら

井
い

和
か ず

彦
ひ こ

（1962 年 11 月 4 日生）
1985 年4 月 住友生命入社
2017 年9 月 執行役員
2019 年1 月 執行役員ＢＮＩライフインシュアランス
2020 年4 月 上席執行役員ＢＮＩライフインシュアランス
2021 年4 月 上席執行役員

上席執行役員兼ＣＸ企画部長

中
な か

西
に し

達
た つ

郎
ろ う

（1963 年 11 月 21 日生）
1987 年4 月 住友生命入社
2019 年4 月 執行役員 兼 事務サービス企画部長兼 契約審査部長
2019 年7 月 執行役員 兼 事務サービス企画部長
2021 年4 月 上席執行役員 兼 事務サービス企画部長
2022 年4 月 上席執行役員 兼 ＣＸ企画部長

上席執行役員

藤
ふ じ

本
も と

史
ふ み

人
と

（1965 年 10 月 19 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2019 年4 月 執行役員 兼 主計部長
2021 年4 月 上席執行役員 兼 リスク管理統括部長
2023 年4 月 上席執行役員

上席執行役員兼新規ビジネス企画部長

藤
ふ じ

本
も と

宏
ひ ろ

樹
き

（1965 年 5 月 12 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2020 年4 月 執行役員 兼 新規ビジネス企画部長
2021 年4 月 上席執行役員 兼 新規ビジネス企画部長

上席執行役員

笹
さ さ

川
が わ

宗
む ね

男
お

（1964 年 2 月 17 日生）
1987 年4 月 住友生命入社
2020 年4 月 執行役員 シメトラ
2022 年4 月 上席執行役員 シメトラ
2023 年4 月 上席執行役員

上席執行役員兼近畿北陸本部長

松
ま つ

山
や ま

雅
ま さ

映
て る

（1965 年 8 月 9 日生）
1989 年4 月 住友生命入社
2020 年4 月 執行役員 兼 岡山支社長
2022 年4 月 上席執行役員 兼 近畿北陸本部長

上席執行役員兼中部総合法人部長

吉
よ し

原
は ら

伸
の ぶ

和
か ず

（1966 年 2 月 16 日生）
1988年4 月 住友生命入社
2021年4 月 執行役員 兼 横浜支社長
2022年4 月 上席執行役員 兼 中部総合法人部長

上席執行役員兼横浜支社長

永
な が

橋
は し

克
か つ

介
す け

（1966 年 3 月 6 日生）
1990 年4 月 住友生命入社
2020 年4 月 執行役員 兼 近畿北陸本部長
2022 年4 月 執行役員 兼 横浜支社長
2023 年 4 月 上席執行役員兼横浜支社長

（2023年7月4日現在）

取締役および執行役人数　男性17名　女性2名　取締役および執行役のうち女性の比率　10.5％

執行役専務

松
ま つ

本
も と

　 巌
いわお

（1963 年 10 月 11 日生）
1987 年4 月 住友生命入社
2016 年4 月 執行役員
2017 年4 月 上席執行役員
2018 年7 月 執行役常務
2023 年4 月 執行役専務

執行役常務

岩
い わ

井
い

豊
と よ

城
き

（1965 年 9 月 7 日生）
1989 年4 月 住友生命入社
2018 年4 月 執行役員
2019 年4 月 上席執行役員
2020 年4 月 執行役常務

執行役常務

堀
ほ り

江
え

喜
き

義
よ し

（1965 年 8 月 28 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2018 年4 月 執行役員
2020 年4 月 常務執行役員
2021 年4 月 執行役常務

エグゼクティブ・フェロ－兼人財共育本部事務局長

山
や ま

田
だ

哲
て つ

之
ゆ き

（1964 年 7 月 9 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2023 年4 月 エグゼクティブ・フェロ－兼人財共育本部事務局長

エグゼクティブ・フェロ－デジタル共創オフィサー

岸
き し

　 和
か ず

良
よ し

（1967 年 8 月 20 日生）
1990 年4 月 住友生命入社
2023 年4 月 エグゼクティブ・フェロ－デジタル共創オフィサー

執行役常務

松
ま つ

本
も と

　 誠
まこと

（1964 年 5 月 19 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2018 年4 月 執行役員
2020 年4 月 上席執行役員
2021 年4 月 執行役常務　　　

執行役常務

汐
し お

満
み つ

　 達
とおる

（1964 年 8 月 23 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2018 年4 月 執行役員
2020 年4 月 上席執行役員
2021 年4 月 執行役常務

執行役常務

藤
ふ じ

　 秀
ひ で

壮
お

（1964 年 5 月 23 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2017 年7 月 執行役員
2019 年4 月 上席執行役員
2020 年4 月 常務執行役員
2022 年4 月 執行役常務

執行役常務

香
か

山
や ま

　 真
まこと

（1964 年 3 月 27 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2019 年4 月 執行役員
2021 年4 月 常務執行役員
2022年4 月 執行役常務

執行役常務

髙
た か

尾
お

延
の ぶ

治
じ

（1966 年 7 月 11 日生）
1989 年4 月 住友生命入社
2020 年4 月 執行役員
2022 年4 月 上席執行役員グループ・サステナビリティオフィサー
2023 年4 月 執行役常務

（2023年7月4日現在）

（2023年7月4日現在）

執行役

エグゼクティブ・フェロー

上席執行役員いずみライフデザイナ－ズ㈱

塚
つ か

本
も と

健
け ん

太
た

郎
ろ う

（1967 年 1 月 29 日生）
1990 年4 月 住友生命入社
2020 年4 月 執行役員 兼 札幌支社長 兼 営業総括部担当部長
2021 年4 月 執行役員いずみライフデザイナ－ズ㈱
2023 年4 月 上席執行役員いずみライフデザイナ－ズ㈱

上席執行役員

石
い し

原
は ら

拓
た く

己
み

（1966 年 4 月 27 日生）
1990 年4 月 住友生命入社
2021 年4 月 執行役員
2023 年4 月 上席執行役員

上席執行役員兼京都支社長

佐
さ

野
の

啓
け い

治
じ

（1966 年 12 月 5 日生）
1990年4 月 住友生命入社
2021年4 月 執行役員 兼 京都支社長
2023年4 月 上席執行役員兼京都支社長

上席執行役員人財共育本部副本部長

山
や ま

本
も と

浩
ひ ろ

実
み

（1963 年 1 月 5 日生）
2001年5 月 住友生命入社
2021年4 月 執行役員 兼 名古屋支社長
2022年4 月 執行役員人財共育本部副本部長
2023年4 月 上席執行役員人財共育本部副本部長

上席執行役員

藤
ふ じ

村
む ら

俊
と し

雄
お

（1967 年 12 月 23 日生）
1990年4 月 住友生命入社
2022年4 月 執行役員 兼 運用企画部長
2023年4 月 上席執行役員

執行役員兼大阪総括部長

早
は や

川
か わ

元
も と

啓
ひ ろ

（1964 年 1 月 29 日生）
1986 年4 月 住友生命入社
2022 年4 月 執行役員 兼 大阪総括部長

執行役員兼首都圏本部長

安
あ ん

保
ぼ

利
と し

和
か ず

（1964 年 7 月 18 日生）
1988 年4 月 住友生命入社
2022 年4 月 執行役員 兼 首都圏本部長

執行役員兼営業総括部長

中
な か

山
や ま

　 猛
たけし

（1967 年 7 月 18 日生）
1990 年4 月 住友生命入社
2022 年4 月 執行役員 兼 仙台支社長 兼 営業総括部担当部長
2023 年4 月 執行役員 兼 営業総括部長

執行役員人生１００年サポート部長

千
ち

葉
ば

由
ゆ

紀
き

子
こ

（1962 年 11 月 8 日生）
1992 年7 月 住友生命入社
2022 年4 月 執行役員人生100年サポート部長

執行役員兼事務サービス企画部長

竹
た け

中
な か

幸
こ う

一
い ち

（1967 年 12 月 18 日生）
1990 年4 月 住友生命入社
2023 年4 月 執行役員 兼 事務サービス企画部長

執行役員兼札幌支社長兼営業総括部担当部長

長
な が

沢
さ わ

由
よ し

治
は る

（1966 年 8 月 6 日生）
1991 年4 月 住友生命入社
2023 年4 月 執行役員兼札幌支社長兼営業総括部担当部長

執行役員兼企画部長

堀
ほ り

　 竜
た つ

雄
お

（1969 年 4 月 20 日生）
1992 年4 月 住友生命入社
2023 年4 月 執行役員兼企画部長

執行役員メディケア生命保険㈱

野
の

村
む ら

洋
よ う

一
い ち

（1969 年 4 月 26 日生）
1992 年4月 住友生命入社
2023 年4月 執行役員メディケア生命保険㈱

　社会環境が加速度的に変化し、ビジネスの高度専門化も進んでおり、そのような中で住友生命のプレゼンスを一層
向上させていくためには、専門的な知見を持った人財による全社的見地からの業務執行の必要性が高まっているこ
とから、社内外を問わず高度専門人財を登用し、執行役員と同等の権限を付与するエグゼクティブ・フェロー制度を、
2023年4月1日から導入しました。

■ エグゼクティブ・フェロー制度導入の趣旨

執行役員
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1.住友生命の価値創造3.価値創造を支える基盤 2.住友生命の経営戦略 3.価値創造を支える基盤




